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中国主要都市の最低賃金推移 2019年12月
株式会社三菱UFJ銀行

国際業務部

中国主要都市の最低賃金1推移（2019年12月現在）
（元／月）

地域 東部 東北

北京市 天津市

河北省

上海市

江蘇省 浙江省 福建省 山東省 広東省

海南省

黒龍江省 吉林省 遼寧省

石家荘市 蘇州市

南京市・無錫市
南通市・常州市

鎮江市 杭州市 廈門市 福州市

青島市
煙台市
済南市 広州市 珠海市 東莞市 深圳市 ハルビン市 長春市 瀋陽市 大連市

2011
1,160 1,160 1,100 1,280 1,140 1,310 1,100 950 1,100 1,300 1,150 1,100 1,320

―― ――
1,000 1,100 1,100

（1月1日実施） （4月1日実施） （7月1日実施） （4月1日実施） （2月1日実施） （4月1日実施） （3月1日実施） （3月1日実施） （3月1日実施） （3月1日実施） （3月1日実施） （3月1日実施） （4月1日実施） （5月1日実施） （7月1日実施） （4月1日実施）

2012
1,260 1,310 1,320 1,450 1,370 1,320

――
1,200 1,050 1,240

―― ―― ――
1,500 1,050 1,160 1,150

―― ――
（1月1日実施） （4月1日実施） （12月1日実施） （4月1日実施） （6月1日実施） （6月1日実施） （8月1日実施） （8月1日実施） （3月1日実施） （2月1日実施） （9月1日実施） （12月1日実施） （10月1日実施）

2013
1,400 1,500

――
1,620 1,530 1,480 1,470 1,320 1,170 1,380 1,550 1,380 1,310 1,600 1,120

――
1,320 1,300

（1月1日実施） （4月1日実施） （4月1日実施） （7月1日実施） （7月1日実施） （1月1日実施） （8月1日実施） （8月1日実施） （3月1日実施） （5月1日実施） （5月1日実施） （5月1日実施） （3月1日実施） （12月1日実施） （7月1日実施） （7月1日実施）

2014
1,560 1,680 1,480 1,820 1,680 1,630 1,650

―― ――
1,500

―― ―― ――
1,808

―― ―― ―― ――
（4月1日実施） （4月1日実施） （12月1日実施） （4月1日実施）

（11月1日実
施）

（11月1日実施） （8月1日実施） （3月1日実施） （2月1日実施）

2015
1,720 1,850

――
2,020

―― ――
1,860 1,500 1,350 1,600 1,895 1,650 1,510 2,030 1,270 1,480 1,480

――
（4月1日実施） （4月1日実施） （4月1日実施） （11月1日実施） （7月1日実施） （7月1日実施） （3月1日実施） （5月1日実施） （5月1日実施） （5月1日実施） （3月1日実施） （1月1日実施） （10月1日実施） （12月1日実施）

2016
1,890 1,950 1,650 2,190 1,820 1,770

―― ―― ――
1,710

―― ―― ―― ――
1,430

―― ――
1,530

（9月1日実施） （7月1日実施） （7月1日実施） （4月1日実施） （1月1日実施） （1月1日実施） （6月1日実施） （5月1日実施） （1月1日実施）

2017
2,000 2,050

――
2,300 1,940 1,890 2,010 1,700 1,650 1,810

―― ―― ――
2,130

―― 1,680
（10月1日実施）

1,780
（10月1日実施）

――
（9月1日実施） （7月1日実施） （4月1日実施） （7月1日実施） （7月1日実施） （12月1日実施） （7月1日実施） （7月1日実施） （6月1日実施） （6月1日実施）

2018 2,120
（9月1日実施）

―― ―― 2,420
（4月1日実施）

2,020
（8月1日実施）

2,020
（8月1日実施）

―― ―― ―― 1,910
（6月1日実施）

2,100
（7月1日実施）

1,720
（7月1日実施）

1,720
（7月1日実施）

2,200
（7月1日実施）

1,670
（12月1日実施）

―― ―― 1,620
（1月1日実施）

2019
2,200

（7月1日実施）
―― 1,900

（11月1日実施）
2,480

（4月1日実施）
―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 1,810

（11月1日実施）

2020 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 1,800
（1月1日実施予定）

1,720
（1月1日実施予定）

―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――

地域 中部 西部

山西省 安徽省 江西省 河南省 湖南省 湖北省
広西チワン族

自治区 重慶市

四川省 貴州省 雲南省
チベット
自治区

陝西省 甘粛省 青海省
寧夏回族
自治区

新彊ウイグル
自治区

内モンゴル
自治区太原市 合肥市 南昌市 鄭州市 長沙市 武漢市 成都市 貴陽市 昆明市 西安市 蘭州市 西寧市

2011
980 1,010

――
1,080 1,020 1,100

――
870

――
930 950

――
860

――
900 900 1,160 1,050

（4月1日実施） （7月1日実施） （10月1日実施） （7月1日実施） （12月1日実施） （1月1日実施） （9月1日実施） （9月1日実施） （1月1日実施） （12月1日実施） （4月1日実施） （6月1日実施） （11月1日実施）

2012
1,125

――
870

――
1,160

――
1,000 1,050 1,050

――
1,100 1,200 1,000 980 1,050 1,100 1,340 1,200

（4月1日実施） （1月1日実施） （7月1日実施） （1月1日実施） （5月1日実施） （1月1日実施） （5月1日実施） （9月1日実施） （1月1日実施） （4月1日実施） （12月1日実施） （4月1日実施） （6月1日実施） （11月1日実施）

2013
1,290 1,260 1,230 1,240 1,265 1,300 1,200

――
1,200 1,030 1,265

――
1,150 1,200

――
1,300 1,520 1,350

（4月1日実施） （7月1日実施） （4月1日実施） （1月1日実施） （12月1日実施） （9月1日実施） （2月1日実施） （7月1日実施） （1月1日実施） （5月1日実施） （1月1日実施） （4月1日実施） （5月1日実施） （6月1日実施） （10月1日実施）

2014
1,450

――
1,390 1,400

―― ―― ――
1,250 1,400 1,250 1,420

――
1,280 1,350 1,250

―― ――
1,500

（4月1日実施） （7月1日実施） （7月1日実施） （1月1日実施） （7月１日実施） （7月1日実施） （5月1日実施） （2月1日実施） （4月1日実施） （5月1日実施） （7月1日実施）

2015
1,620 1,520 1,530 1,600 1,390 1,550 1,400

――
1,500 1,600 1,570 1,400 1,480 1,470

――
1,480 1,670 1,640

（5月1日実施） （11月1日実施） （10月1日実施） （7月1日実施） （1月1日実施） （9月1日実施） （1月1日実施） （7月1日実施） （10月1日実施） （9月1日実施） （1月1日実施） （5月1日実施） （4月1日実施） （11月1日実施） （7月1日実施） （7月1日実施）

2016 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――
1,500

―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――
（1月1日実施）

2017 1,700
（10月1日実施）

―― ―― 1,720
（10月1日実施）

1,580 1,750
（11月1日実施）

―― ―― ――
1,680

―― ――
1,680 1,620 1,500 1,660

（10月1日実施）
―― 1,760

（8月1日実施）（7月1日実施） （7月1日実施） （5月1日実施） （6月1日実施） （5月1日実施）

2018 ―― 1,550
（11月1日実施）

1,680
（1月1日実施）

1,900
（10月1日実施）

―― ―― 1,680
（2月1日実施）

―― 1,780
（7月1日実施）

―― 1,670
（5月1日実施）

1,650
（1月1日実施）

―― ―― ―― ―― 1,820
（1月1日実施）

――

2019 ―― ―― ―― ―― 1,700
（10月1日実施）

―― ―― 1,800
（1月1日実施）

―― 1,790
（12月1日実施）

―― ―― 1,800
（5月1日実施）

―― ―― ―― ―― ――

2020 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 1,700
（1月1日実施予定）

―― ―― ――

都市

年

都市

年

（出所）各当局サイト、報道などを基に三菱ＵＦＪ銀行 国際業務部作成

（注）最低賃金は、中心部／郊外、1類、2類等の等級区分、その他区分けがある場合、最も高い金額を表記。地域によって、最低賃金に社会保険料（養老、失業、医療保険等）、住宅積立金等の福利を含む場合と、含まない場合がある。

本資料は信頼できると思われる各種データに基づき作成しておりますが、当行はその正確性、安全性を保証するものではありません。また本資料は、お客様への情報提供のみを目的としたもので、当行の商品・サービスの勧誘やアドバイザリーフィーの受入れ等を目的としたものではありません。

本資料、プレゼンテーションにより、貴社と株式会社三菱UFJ銀行の間には委任その他の契約関係が何ら発生するものではなく、当行は一切の法的な義務・責任を負いません。本資料、プレゼンテーションに関連して生じた一切の損害については、当行は責任を負いません。その他専門的知識に係る問題については、必ず貴社の公認会計士、税理士、弁護士等の専門家にご相談の上ご確認下さい。

本資料は当行の著作物であり、著作権により保護されております。当行の事前の承諾なく、本資料の全部または一部を引用または複製、転送等により使用することを禁じます。
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